


















【要約】保険・医療・福祉機関の合同調査で報告のあった 318例について,被虐待児の早期

発見の検討を行った。 

①虐待開始が 3ヶ月未満 23%,1 歳未満 40%で多くの虐待が乳児期早期から始まっていた。 

②0歳での発見率は 75%,0 歳での虐待の診断の 49%は保健所,35%は医療機関であった。 

③発見のきっかけより,0 歳での被虐待児の第一次発見機関として最も重要なのは保健所

と推定された。 

④乳児期の虐待の症例としては皮膚の外傷・低体重・無表情が発見につながりやすいが,

それ以外に育児能力の問題・子どもとのかかわりが少ない・栄養方法の問題・不潔などの

ような育児の実態に眼を向ける必要がある。 

⑤乳児期に虐待を起こしてくる親の要因としては知的問題・精神身体疾患・生育歴の問題

があり,子どもの要因として基礎疾患あり・未熟児出生・発育障害・発達遅滞・易感染性が

あり,妊娠分娩時の要因には社会的要因があり,これらのハイリスクを周産期に把握し虐待

発生予防のための援助をしていく必要がある。以上の結果から乳児期の被虐待児の発見に

は保健所の果たす役割は大きく,母子保健活動の中に養育環境や育児の問題を評価する内

容を盛り込むことで被虐待児の早期発見と予防につながっていくと考えられた。 


